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６月中旬に、特養の入居者様・小規模ご利用者様と一緒に近所のスーパーへ買物に行っ

てきました。皆様「あれがほしい♪」「これがいい♪」とご自分で好きな物を選ばれており、

普段と違う様子も垣間見る事が出来、職員にとっても有意義な時間を過ごせました。 

今年の『父の日』は６月２１日でした。『父の日』に 

際し、職員から日頃の感謝の気持ちを込めて、 

メッセージ付きの手作りカード・写真をプレゼント 

させて頂きました。右の写真は、職員のお子さん 

と一緒に撮影させて頂いたものです。 

『いつも素敵な笑顔をありがとうございます。』 

『その笑顔が私たち職員の元気の源です」 

との言葉に、感極まって涙を流されていた 

ご利用者様の姿が印象的でした。 

母の日に負けないくらい素敵な１日になりました♪ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７月の行事予定 

7/9 （木）：3Ｆ外出レク 

7/15（水）：ｱﾝｻﾝﾌﾞﾙﾌﾛｰﾗ 

７/16（木）：１Ｆ・2Ｆ合同レク 

７/21（火）：１Ｆ外出レク 

７/22（水）：１Ｆ外出レク 

       ：２Ｆ外出レク 

７/30（水）：４Ｆ外出レク 

ご相談・ご不明点等ございましたら、お気軽にお電話頂ければ幸いでございます。 

ＴＥＬ：０１１－８１１－８１１０ 

ＦＡＸ：０１１－８１１－８１８２                  担当：鎌田・近藤 

平成２７年８月より、介護保険制度の一部改正が行われます。 

① 一定以上の所得のある方は、サービス利用料の負担が現行の１割⇒２割負担へと変更となります。 

Ｑ．２割負担の対象となる方はどういう人ですか？ 

Ａ．合計所得金額が１６０万円以上の方（単身で年金収入のみの場合は、年収２８０万円以上） 

                  （２人以上の世帯の場合は、  年収３４６万円以上） 

 

 

 

Ｑ．どうすれば、自分の負担割合を知る事ができるのですか？ 

Ａ．毎年６～７月頃に市区町村より「介護保険負担割合証」というものがご自宅へ送付されてきます。 

 

 

 

② 食費・部屋代の負担軽減の基準が変更となります。 

現行では、市区町村民税非課税世帯の方が対象でしたが今回の改正により、以下の要件が追加となります。 

（1） 配偶者が市区町村民税を課税されているかどうかを確認し、課税されている場合は負担軽減の対象

外となる。（世帯が同じかどうかは問わない） 

（2） 預貯金等の金額が配偶者のいる方 ：合計 2000万円 

        配偶者のいない方：  1000万円 

 

「合計所得金額」とは、収入から公的年金等控除や給与所得控除、必要経費を控除した後で 

基礎控除や人的控除等の控除をする前の所得金額をいいます。 

 

「介護保険負担割合証」がお手元に届きましたら、必ず施設並びにサービス事業所へご提出願います。 

申請にあたっては、通帳等の写しの提出が必要となります。 

また、必要に応じて市区町村による銀行等に口座照会を行う為、不正に負担軽減を受けた場合には 

それまで受けた負担軽減額に加え最大２倍の加算金の納付を求める事がございますので、ご注意下さい。 

６月２３日（火）・２４日（水）の２日間で北広島市の農園ま

で、イチゴ狩りに行きました。甘いイチゴが沢山あり、皆

様とても喜ばれていましたね♪ 


